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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域と、
　遊技球を前記遊技領域の上部へと打ち込むための遊技球発射手段と、
　前記遊技領域に設けられ、前記遊技球が入賞可能な始動口と、
　前記遊技領域に設けられ、遊技球が入賞可能な開放状態と、遊技球が入賞困難な閉鎖状
態とに切り替わり、通常は前記閉鎖状態に保持されている大入賞口と、
　前記始動口への遊技球の入賞を条件に、前記大入賞口を開放状態にする大当り遊技を行
うか否かの大当り当否判定を含んだ始動口入賞判定を行う始動口入賞判定手段と、
　前記遊技領域の下端部に設けられ、前記始動口及び前記大入賞口に入賞しなかった遊技
球を受け入れて前記遊技領域から排出するアウト口と、を備えた遊技機において、
　前記始動口としての第１始動口と第２始動口とを、それらに共通した第１基幹流下経路
より下流側に別個に設け、前記第１基幹流下経路を通過した遊技球が前記第２始動口に到
達するより前記第１始動口に早く到達するように配置すると共に、前記第１始動口より前
記第２始動口に入賞した場合の方が遊技者にとって有利となる前記始動口入賞判定を行う
ように前記始動口入賞判定手段を構成し、
　前記第１基幹流下経路の下端部には、遊技球を前記第１始動口に入賞させるように案内
する第１案内流下経路と、遊技球を前記第１始動口に入賞させないように案内して前記第
２始動口に向かわせる第２案内流下経路とが連絡され、
　前記第１案内流下経路への進入口には、前記第１案内流下経路への遊技球の入球を規制
して前記第１始動口より前記第２始動口に入賞し易くする有利閉鎖状態と、前記第１案内
流下経路への遊技球の入球を許容して前記第２始動口より前記第１始動口に入賞し易くす
る不利開放状態とに自動的に交互に切り替わる入賞調整開閉部材を備え、
　前記第２案内流下経路とは別個に遊技球を前記第１始動口に入賞させないように案内し
て前記第２始動口に向かわせる第２基幹流下経路を設け、その第２基幹流下経路と前記第
１基幹流下経路とを、それらに共通の共通基幹経路の下端部から二股に分岐させ、
　前記第２基幹流下経路を通過してから落下する遊技球と、前記第２案内流下経路を通過
してから落下する遊技球とを受け止めて前記第２始動口に誘導するガイド部材と、前記ガ
イド部材の側方に隣接配置されて遊技球を前記アウト口へ誘導する外れ誘導路と、を設け
たことを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
　前記遊技球発射手段は、予め定められた第１周期で遊技球を発射可能に構成され、その
第１周期より前記入賞調整開閉部材が前記有利閉鎖状態に保持される有利閉鎖期間が短く
設定されたこと特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記遊技球発射手段は、予め定められた第１周期で遊技球を発射可能に構成され、前記
入賞調整開閉部材が前記不利開放状態から前記有利閉鎖状態に切り替わる周期が前記第１
周期と異なるように設定されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１基幹流下経路の下端部には、遊技球が転動するように傾斜した転動傾斜面が備
えられると共に、前記第１案内流下経路への進入口は、前記転動傾斜面における遊技球の
転動先で上方に向かって開口するように配置され、
　前記有利閉鎖状態の前記入賞調整開閉部材が、前記転動傾斜面から転動してきた遊技球
を受け流して前記第２案内流下経路の進入口へと向かわせるように構成されたことを特徴
とする請求項１乃至３の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記入賞調整開閉部材は、前記転動傾斜面の下方位置から前記転動傾斜面における遊技
球の転動方向の前方に移動して前記不利開放状態から前記有利閉鎖状態へと切り替わるよ
うに構成されたことを特徴とする請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記第１始動口は、前記第１案内流下経路への進入口の下に離して配置されかつ前記進
入口に向かって開口し、
　前記第１案内流下経路のうち前記進入口と前記第１始動口との間に連通し、前記進入口
と前記第１始動口との間を斜め下方に落下して前記第１始動口から逸れた遊技球又は前記
第１始動口の開口縁で跳ね返った遊技球を受け入れて前記第２始動口に向かわせる第１入
賞逸脱経路を備えたことを特徴とする請求項１乃至５の何れか１の請求項に記載の遊技機
。
【請求項７】
　前記共通基幹経路の下端部から前記第１基幹流下経路と前記第２基幹流下経路とに分岐
する分岐部分に、遊技球を前記第１基幹流下経路へと案内する第１案内位置と前記第２基
幹流下経路へと案内する第２案内位置との間で自動的に往復動する振分部材を設けたこと
を特徴とする請求項１乃至６の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記振分部材は、回動軸を中心にして前記第１基幹流下経路側と前記第２基幹流下経路
側とに傾動すると共に、
　前記共通基幹経路の上方に向けて延びた上方規制部と、
　前記第１基幹流下経路側に延びて前記上方規制部との間で第１の受容部を形成する第１
規制部と、
　前記第２基幹流下経路側に延びて前記上方規制部との間で第２の受容部を形成する第２
規制部と、
　前記第２の受容部が遊技球を受容可能となりかつ前記第１の受容部から遊技球を排出可
能となるように前記上方規制部が前記第１基幹流下経路側に傾いた前記第１案内位置と、
前記第１の受容部が遊技球を受容可能となりかつ前記第２の受容部から遊技球を排出可能
となるように前記上方規制部が前記第２基幹流下経路側に傾いた前記第２案内位置とに前
記振分部材を位置決めする傾動規制ストッパとを備え、
　前記振分部材の重心を前記上方規制部上に配置し、
　前記第２案内位置で前記第１の受容部に受容された遊技球の重心が前記回動軸に対して
前記振分部材の重心と反対側に位置することで、その遊技球の自重によって前記振分部材
が前記第１案内位置へと傾動すると共に、前記第１案内位置で前記第２の受容部に受容さ
れた遊技球の重心が前記回動軸に対して前記振分部材の重心と反対側に位置することで、
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その遊技球の自重によって前記振分部材が前記第２案内位置へと傾動するように構成した
ことを特徴とする請求項７に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記遊技領域に設けられ、前記遊技領域の上部に打ち込まれた遊技球を前記遊技領域の
左右何れか一方寄りの第１流下領域か、他方寄りの第２流下領域の何れかに分けて流下さ
せる流下規制枠壁を備え、
　前記第１始動口及び前記第２始動口は、共に前記第１流下領域より前記第２流下領域を
流下する遊技球が入賞し易い位置に配置され、
　前記共通基幹経路は、前記第２流下領域を流下する遊技球の全てが通過するように前記
第２流下領域の上端部に配置されたことを特徴とする請求項７又は８に記載の遊技機。
【請求項１０】
　前記第１始動口は上方を向いて常時開放される一方、
　前記第２始動口は開閉可能かつ、通常は遊技球が入賞困難な閉鎖状態に保持され、
　前記第２案内流下経路の下流側でかつ前記第２始動口の上流側には、遊技球が通過可能
な始動ゲートが設けられて、その始動ゲートへの遊技球の通過を条件に、前記第２始動口
を遊技球が入賞可能な開放状態にするか否かの小判定を行う小判定手段を備えたことを特
徴とする請求項１乃至９の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１１】
　前記大入賞口は上方を向いて開放すると共に、その前記大入賞口を開閉するシャッター
板を備え、
　前記大入賞口を閉鎖した閉鎖状態の前記シャッター板上を遊技球が転動して前記第２始
動口に向うようにしたことを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１の請求項に記載の遊
技機。
【請求項１２】
　前記第１基幹流下経路には、遊技球を受ける受壁と、前記受壁を上下に貫通し、遊技球
が１つずつ通過可能な排出孔とを有する球遊転部材を備えたことを特徴とする請求項１乃
至１１の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１３】
　前記受壁は平面視円形をなし、その受壁の中心に前記排出孔が形成されると共に前記受
壁の外周縁から周壁が起立し、前記排出孔と前記周壁との間で遊技球を不規則に周回させ
てから前記排出孔に転落させることを特徴とする請求項１２に記載の遊技機。
【請求項１４】
　前記遊技領域には、流下する遊技球の流下方向を変更可能な複数の障害釘が備えられ、
　前記第１基幹流下経路、前記第１案内流下経路及び前記第２案内流下経路は、前記障害
釘より塑性変形し難い壁部材で仕切られていることを特徴とする請求項１乃至１３の何れ
か１の請求項に記載の遊技機。
【請求項１５】
　前記壁部材は樹脂製であることを特徴とする請求項１４に記載の遊技機。
【請求項１６】
　前記入賞調整開閉部材は、前記有利閉鎖状態となる原点位置と、前記不利開放状態とな
る移動端位置との間で往復動すると共に前記原点位置に付勢され、
　前記入賞調整開閉部材を押圧して前記原点位置から前記移動端位置へと移動してからそ
の押圧を解除する主動機構を備えたことを特徴とする請求項１乃至１５の何れか１の請求
項に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】



(4) JP 2015-144969 A5 2017.2.9

　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明に係る遊技機は、遊技球が流下する
遊技領域と、遊技球を遊技領域の上部へと打ち込むための遊技球発射手段と、遊技領域に
設けられ、遊技球が入賞可能な始動口と、遊技領域に設けられ、遊技球が入賞可能な開放
状態と、遊技球が入賞困難な閉鎖状態とに切り替わり、通常は閉鎖状態に保持されている
大入賞口と、始動口への遊技球の入賞を条件に、大入賞口を開放状態にする大当り遊技を
行うか否かの大当り当否判定を含んだ始動口入賞判定を行う始動口入賞判定手段と、遊技
領域の下端部に設けられ、始動口及び大入賞口に入賞しなかった遊技球を受け入れて遊技
領域から排出するアウト口と、を備えた遊技機において、始動口としての第１始動口と第
２始動口とを、それらに共通した第１基幹流下経路より下流側に別個に設け、第１基幹流
下経路を通過した遊技球が第２始動口に到達するより第１始動口に早く到達するように配
置すると共に、第１始動口より第２始動口に入賞した場合の方が遊技者にとって有利とな
る始動口入賞判定を行うように始動口入賞判定手段を構成し、第１基幹流下経路の下端部
には、遊技球を第１始動口に入賞させるように案内する第１案内流下経路と、遊技球を第
１始動口に入賞させないように案内して第２始動口に向かわせる第２案内流下経路とが連
絡され、第１案内流下経路への進入口には、第１案内流下経路への遊技球の入球を規制し
て第１始動口より第２始動口に入賞し易くする有利閉鎖状態と、第１案内流下経路への遊
技球の入球を許容して第２始動口より第１始動口に入賞し易くする不利開放状態とに自動
的に交互に切り替わる入賞調整開閉部材を備え、第２案内流下経路とは別個に遊技球を第
１始動口に入賞させないように案内して第２始動口に向かわせる第２基幹流下経路を設け
、その第２基幹流下経路と第１基幹流下経路とを、それらに共通の共通基幹経路の下端部
から二股に分岐させ、第２基幹流下経路を通過してから落下する遊技球と、第２案内流下
経路を通過してから落下する遊技球とを受け止めて第２始動口に誘導するガイド部材と、
ガイド部材の側方に隣接配置されて遊技球をアウト口へ誘導する外れ誘導路と、を設けた
ところに特徴を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項１乃至６の何れか１の請求項に記載の遊技機において、共通
基幹経路の下端部から第１基幹流下経路と第２基幹流下経路とに分岐する分岐部分に、遊
技球を第１基幹流下経路へと案内する第１案内位置と第２基幹流下経路へと案内する第２
案内位置との間で自動的に往復動する振分部材を設けたところに特徴を有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項７に記載の遊技機において、振分部材は、回動軸を中心にし
て第１基幹流下経路側と第２基幹流下経路側とに傾動すると共に、共通基幹経路の上方に
向けて延びた上方規制部と、第１基幹流下経路側に延びて上方規制部との間で第１の受容
部を形成する第１規制部と、第２基幹流下経路側に延びて上方規制部との間で第２の受容
部を形成する第２規制部と、第２の受容部が遊技球を受容可能となりかつ第１の受容部か
ら遊技球を排出可能となるように上方規制部が第１基幹流下経路側に傾いた第１案内位置
と、第１の受容部が遊技球を受容可能となりかつ第２の受容部から遊技球を排出可能とな
るように上方規制部が第２基幹流下経路側に傾いた第２案内位置とに振分部材を位置決め
する傾動規制ストッパとを備え、振分部材の重心を上方規制部上に配置し、第２案内位置
で第１の受容部に受容された遊技球の重心が回動軸に対して振分部材の重心と反対側に位
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置することで、その遊技球の自重によって振分部材が第１案内位置へと傾動すると共に、
第１案内位置で第２の受容部に受容された遊技球の重心が回動軸に対して振分部材の重心
と反対側に位置することで、その遊技球の自重によって振分部材が第２案内位置へと傾動
するように構成したところに特徴を有する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　＜右側流下領域Ｒｂの流下経路について＞
　右側流下領域Ｒｂの上部には、その右側流下領域Ｒｂを流下する遊技球の全てが通過す
る共通基幹経路５０が設けられている。共通基幹経路５０は、遊技球が１つだけ通過可能
な幅をなして上下方向に延び、その共通基幹経路５０の下端部に、第１基幹流下経路５１
と第２基幹流下経路５２とが二股状に連絡されている。第２基幹流下経路５２は、第１基
幹流下経路５１との分岐部から遊技領域Ｒの外縁部に沿って下方に延びており、その下端
部の排出口５２Ｂが、始動ゲート３０に向かって左斜め下方に開放している。また、第２
基幹流下経路５２は、遊技球をサイド始動口３２Ａに入賞させないように案内して、始動
ゲート３０や、その下流側に配置された特別始動口３３Ａ、第１及び第２のアタッカー口
３４Ａ，３５Ａに向かわせる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　図４に示すように、第１基幹流下経路５１は、第２基幹流下経路５２との分岐部から、
第２基幹流下経路５２よりも大きく左右に蛇行しながら下方に向かって延びており、遊技
球が通過する通過時間が、第２基幹流下経路５２よりも長くなるように構成されている。
第１基幹流下経路５１の下流側には、サイド始動口３２Ａ、特別始動口３３Ａ、始動ゲー
ト３０等が設けられている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
【表１】
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